
、
、

法
史
学
界
に
お
け
る
家
父
長
制
論
争
と
い
っ
て
も
、
論
争
状
態
に
な
っ
た
の
は
日
本
の
近
世
家
族
を
対
象
と
し
て
で
あ
る
。
最
初
に
お
断
り
し

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
筆
者
は
、
実
は
こ
の
論
争
の
一
方
の
当
事
者
で
あ
り
、
こ
の
紹
介
を
書
く
に
は
中
立
性
・
公
平
性
と
い
う
点

で
い
さ
さ
か
適
格
性
を
欠
く
の
で
あ
る
が
、
編
集
委
員
の
半
強
制
的
依
頼
に
よ
っ
て
執
筆
す
る
破
目
に
な
っ
た
。
な
る
べ
く
事
実
に
即
し
て
正
確

に
客
観
的
に
記
述
す
る
よ
う
努
め
る
が
、
主
観
に
わ
た
る
点
が
あ
れ
ば
ご
容
赦
願
い
た
い
。
ほ
ぼ
年
代
順
に
、
は
じ
め
に
法
史
学
界
に
お
け
る
近

世
の
家
支
配
に
つ
い
て
の
伝
統
的
理
解
を
紹
介
し
、
次
い
で
家
父
長
制
論
争
の
経
過
と
論
点
を
述
べ
、
最
後
に
現
時
点
で
の
問
題
点
を
指
摘
す

る
、
と
い
う
順
序
で
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
。

一
法
史
学
界
に
お
い
て
は
、
日
本
近
世
の
家
族
支
配
に
つ
い
て
、
久
し
く
中
田
薫
博
士
の
、
《
家
の
当
主
は
家
の
代
表
者
で
は
あ
る
が
家

長
権
を
行
使
せ
ず
。
子
に
対
し
て
は
親
権
、
妻
に
対
し
て
は
夫
権
を
行
う
が
、
厄
介
に
対
し
て
は
何
等
の
権
力
な
し
》
と
す
る
家
長
権
否
定
説

（
『
徳
川
時
代
の
文
学
に
見
え
た
る
私
法
」
や
『
法
制
史
論
集
第
一
巻
』
な
ど
）
や
、
三
浦
周
行
博
士
の
、
《
親
の
権
力
は
家
長
権
よ
り
重
い
》
と
い
う
親

権
優
越
説
（
『
法
制
史
の
研
究
』
）
が
優
力
で
、
高
柳
真
三
博
士
も
中
田
説
を
う
け
つ
い
で
《
対
内
的
に
見
れ
ば
当
主
も
親
で
あ
る
か
、
子
で
あ
る

か
、
或
ひ
は
夫
で
あ
る
か
に
止
り
、
願
届
は
当
主
が
行
っ
た
が
、
そ
れ
は
全
く
対
外
的
な
公
法
的
効
果
の
附
着
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
当
主
権
を

裏
付
け
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
》
（
「
徳
川
時
代
の
封
建
法
に
お
け
る
親
類
の
構
成
と
意
義
」
中
田
先
生
還
暦
祝
賀
法
制
史
論
集
所
収
）
と
さ
れ
て
い
た
。
こ

れ
に
対
し
石
井
良
助
博
士
は
、
武
士
の
場
合
、
《
当
主
の
願
届
行
為
に
は
家
族
の
身
分
変
動
に
対
す
る
同
意
権
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
形
式
的

意
味
で
の
当
主
権
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
実
質
的
に
は
広
い
範
囲
で
家
長
的
同
意
権
を
有
し
た
》
と
さ
れ
、
庶
民
に
つ
い
て
も
《
他
領
と
の
通

婚
・
養
子
取
組
等
の
場
合
に
は
当
主
が
出
願
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
の
範
囲
で
当
主
権
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
》
（
『
日
本
法
制
史
概
説
』
）
と
し
て
、

法
史
学
界
に
お
け
る
家
父
長
制
論
争

特
集
家
父
長
制
家
族
に
関
す
る
諸
問
題

｜
｜

’

鎌
田

生
ロ

、
や
ａ
ｆ
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一
九
五
七
年
、
服
藤
弘
司
氏
が
「
加
賀
藩
百
姓
相
続
法
」
（
金
沢
法
学
三
’
二
）
に
お
い
て
、
《
家
長
の
地
位
は
、
い
わ
ゆ
る
家
長
権
と
称
し
て
差

支
な
い
も
の
》
と
評
し
て
、
石
井
良
助
説
を
さ
ら
に
一
歩
進
め
た
。
翌
五
八
年
、
山
中
永
之
佑
氏
も
「
徳
川
幕
府
に
お
け
る
『
婚
姻
の
成
立
』
」
に

お
い
て
、
家
長
の
婚
姻
同
意
権
を
強
調
す
る
と
共
に
、
村
共
同
体
の
家
監
視
体
制
を
指
摘
し
、
支
配
体
制
に
組
込
ま
れ
た
家
長
権
と
い
う
見
方
を

提
示
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
に
対
し
大
竹
秀
男
氏
は
一
九
六
一
年
、
「
江
戸
時
代
に
お
け
る
農
民
の
『
家
』
の
構
造
」
（
神
戸
法
学
雑
誌
一
○
’
四
、
二
’

一
）
に
お
い
て
、
《
一
般
史
や
経
済
史
で
は
家
父
長
制
家
族
と
い
う
言
葉
が
、
農
民
の
家
の
内
部
構
造
を
具
体
的
に
解
明
す
る
こ
と
な
く
頻
繁

に
使
わ
れ
て
い
る
が
、
武
士
家
族
に
お
い
て
は
と
も
か
く
、
農
民
家
族
に
お
い
て
は
当
主
権
（
家
長
権
）
は
確
認
で
き
ず
、
存
在
し
た
の
は
親
権

で
あ
る
。
し
か
し
、
農
民
の
場
合
そ
の
親
権
支
配
も
そ
れ
程
強
く
な
く
、
家
族
は
同
輩
的
関
係
に
あ
っ
て
、
家
父
長
制
家
族
と
は
言
え
な
い
》
、

と
反
論
さ
れ
、
大
竹
氏
の
こ
の
立
場
は
二
年
後
の
一
九
六
三
年
の
氏
の
論
文
集
『
封
建
社
会
の
農
民
家
族
』
（
創
文
社
刊
）
に
お
い
て
も
強
調
さ

れ
て
い
る
。
同
じ
一
九
六
三
年
、
服
藤
氏
が
、
今
度
は
「
加
賀
藩
町
人
相
続
法
」
（
金
沢
大
学
法
文
学
部
論
集
・
法
経
編
二
）
を
発
表
さ
れ
、
先
の

農
民
家
族
と
同
様
に
家
長
の
種
々
の
権
限
を
挙
げ
な
が
ら
も
、
農
民
の
場
合
と
違
っ
て
、
《
亭
主
は
い
わ
ゆ
る
家
長
権
な
る
も
の
を
有
し
て
は
い

な
か
っ
た
》
と
さ
れ
る
一
方
、
同
論
文
の
他
の
個
所
で
は
、
《
亭
主
は
家
族
に
対
し
て
可
成
り
の
発
言
権
を
有
し
、
家
長
権
と
は
言
え
な
い
に
し
て

も
、
夫
権
・
親
権
と
は
別
個
の
家
族
全
員
を
統
括
す
る
権
を
有
し
て
い
た
》
と
、
歯
切
れ
の
悪
い
微
妙
な
表
現
を
さ
れ
た
。

二
以
上
の
よ
う
な
近
世
家
族
に
つ
い
て
の
種
々
の
見
解
を
み
て
い
て
筆
者
は
、
諸
説
の
紛
糾
の
原
因
の
一
つ
に
「
家
長
」
・
「
家
長
権
」
・

「
家
父
長
制
」
等
の
概
念
規
定
の
あ
い
ま
い
さ
や
混
乱
が
あ
る
と
判
断
し
、
少
く
と
も
共
通
の
土
俵
の
上
で
の
議
論
が
必
要
で
あ
る
と
痛
感
し

右
の
諸
説
と
は
違
っ
た
独
自
の
見
解
を
示
し
て
お
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
一
九
五
二
年
春
の
法
制
史
学
会
は
「
家
長
の
権
力
」
を
共
通
テ
ー
マ
と
し
て
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
共
通
課
題
設
定

の
背
景
に
は
、
戦
後
の
社
会
科
学
諸
分
野
に
お
け
る
、
前
近
代
家
族
に
つ
い
て
の
家
父
長
制
認
識
の
高
ま
り
が
あ
り
、
そ
れ
ら
と
法
史
学
界
の
認

識
と
の
乖
離
が
問
題
と
な
っ
て
き
た
、
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
学
会
は
そ
れ
ま
で
の
法
史
学
界
の
認
識
に
目
立

っ
た
変
化
を
も
た
ら
す
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
た
だ
、
少
く
と
も
、
多
く
の
学
会
員
に
、
こ
の
問
題
を
よ
り
深
く
検
討
し
よ
う
と
い
う
機
運

を
よ
び
起
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
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た
。
そ
こ
で
、
一
九
六
四
年
》
「
幕
藩
体
制
に
お
け
る
家
支
配
の
原
理
Ｉ
試
論
ｌ
」
（
熊
本
法
学
二
）
に
お
い
て
、
右
の
法
史
学
者
の
説
の
承
な

ら
ず
、
川
島
武
宜
・
洞
富
雄
・
玉
城
肇
・
児
玉
幸
多
・
仁
井
田
陞
の
諸
氏
の
説
を
も
含
め
て
、
そ
れ
ま
で
の
学
説
を
分
類
検
討
し
、
あ
わ
せ
て
筆

者
自
身
の
考
え
を
提
示
し
た
。
そ
の
要
点
は
、
①
「
家
長
」
と
「
家
長
権
」
に
つ
い
て
は
、
隠
居
し
た
親
の
権
限
や
部
屋
住
の
子
の
孫
に
対
す
る

親
権
よ
り
は
当
主
の
権
限
に
重
き
が
お
か
れ
て
お
り
、
厄
介
親
族
に
対
す
る
当
主
権
も
法
的
に
確
認
で
き
る
の
で
、
当
主
Ⅱ
家
長
で
あ
り
、
家
長

権
の
内
容
と
し
て
は
、
㈹
外
部
に
対
す
る
家
代
表
権
、
何
祖
先
祭
祀
権
、
例
家
族
の
人
事
管
理
権
、
㈲
家
産
の
経
営
所
有
権
、
等
を
中
心
と
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
、
②
家
支
配
の
型
は
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
い
う
「
家
父
長
制
」
に
適
合
的
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
「
家
共
同
体
に

お
け
る
家
長
と
家
構
成
員
と
の
間
に
お
け
る
権
威
と
恭
順
の
観
念
を
基
調
と
す
る
支
配
関
係
」
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
家
長
は
、
《
家
族
と
敵
対
的

関
係
に
立
つ
支
配
者
と
し
て
で
な
く
、
共
同
利
益
を
目
指
す
指
導
者
》
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
当
づ
け
ら
れ
る
こ
と
、
③
そ
し
て
、

そ
の
よ
う
な
家
父
長
制
は
、
幕
藩
権
力
が
政
策
的
に
育
成
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
等
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
論
旨
は
、
そ
の
ま
ま
一
九
七

○
年
の
拙
著
論
文
集
『
幕
藩
体
制
に
お
け
る
武
士
家
族
法
』
（
成
文
堂
刊
）
に
も
収
録
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
一
九
六
七
年
、
大
竹
秀
男
氏
は
「
徳
川
封
建
制
下
の
『
家
』
」
（
仁
井
田
陞
博
士
追
悼
論
文
集
第
一
巻
『
前
近
代
ア
ジ
ア
の
法
と
社
会
』

所
収
）
に
お
い
て
、
筆
者
に
反
論
を
加
え
ら
れ
、
家
長
権
否
定
、
家
父
長
制
否
定
の
持
論
を
展
開
さ
れ
た
。
ま
た
、
一
九
七
一
年
に
は
、
石
井
紫

郎
氏
が
ヨ
い
え
』
と
『
家
父
長
制
』
概
念
」
（
社
会
科
学
の
方
法
四
’
一
二
）
に
お
い
て
、
家
長
に
よ
る
家
支
配
に
つ
い
て
は
筆
者
に
同
意
を
示
し

つ
つ
も
、
ゥ
エ
ー
バ
ー
の
家
父
長
制
概
念
を
江
戸
時
代
家
族
に
あ
て
は
め
た
の
は
誤
り
と
し
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
家
父
長
制
は
日
本
の
場
合
、
中
世

家
族
が
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
く
、
近
世
家
族
は
自
然
発
生
的
な
父
の
権
威
を
基
調
と
す
る
家
父
長
制
で
は
な
く
、
幕
藩
権
力
が
そ
の
支
配
機
構
の
末

端
を
担
わ
せ
る
た
め
に
人
為
的
に
作
り
上
げ
た
家
長
制
で
あ
り
、
非
家
父
長
制
的
な
も
の
で
あ
る
、
と
主
張
さ
れ
た
。

両
者
の
批
判
に
対
し
、
筆
者
は
一
九
七
二
年
、
「
近
世
の
家
秩
序
と
家
長
制
概
念
」
（
社
会
科
学
の
方
法
五
’
六
）
に
お
い
て
反
批
判
を
行
っ

た
。
大
竹
説
に
対
し
て
は
、
①
そ
の
立
論
の
根
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
多
く
の
幕
府
判
例
に
お
け
る
親
権
・
夫
権
・
親
代
り
と
し
て
の
兄
の
権
利

等
は
、
い
ず
れ
も
他
に
当
主
が
い
る
場
合
に
当
主
権
よ
り
も
優
先
し
て
行
使
さ
れ
た
の
か
否
か
不
明
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
親
・
夫
・
兄
は
実
は
当

主
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
こ
と
、
②
庶
民
の
場
合
、
養
子
当
主
は
養
親
た
る
隠
居
に
対
し
て
立
場
が
弱
く
、
離
縁
も
甘
受
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
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と
は
、
す
で
に
拙
稿
で
も
武
士
の
場
合
と
較
べ
て
庶
民
に
お
け
る
当
主
権
の
弱
さ
と
し
て
認
め
て
い
る
こ
と
、
③
当
主
が
家
族
の
違
法
行
為
に
つ

い
て
責
任
を
問
わ
れ
る
場
合
と
し
て
、
氏
自
身
、
実
印
管
理
・
人
別
届
出
・
家
屋
管
理
・
家
業
執
行
の
責
任
者
と
し
て
の
当
主
の
義
務
違
反
な
い

し
過
怠
を
挙
げ
て
お
ら
れ
な
が
ら
、
な
ぜ
そ
れ
ら
の
義
務
の
反
面
と
し
て
の
当
主
権
を
積
極
的
に
評
価
さ
れ
な
い
の
か
、
と
い
っ
た
諸
点
を
問
題

三
右
の
論
争
は
法
史
学
界
以
外
に
も
多
く
の
研
究
者
の
関
心
を
ひ
い
た
よ
う
で
あ
る
。
と
り
わ
け
大
竹
説
に
対
し
て
は
、
す
で
に
早
く
は
一

九
六
三
年
、
児
玉
幸
多
氏
が
「
身
分
と
家
族
」
（
岩
波
講
座
・
日
本
歴
史
近
世
２
）
に
お
い
て
批
判
を
加
え
て
い
た
が
、
一
九
七
四
年
か
ら
七
六
年
に

か
け
て
、
青
山
道
夫
「
家
長
の
法
的
地
位
」
（
講
座
家
族
２
）
・
同
「
日
本
の
『
家
』
の
本
質
に
つ
い
て
（
家
族
・
政
策
と
法
７
）
、
江
守
五
夫
「
村
落

類
型
論
か
ら
ゑ
た
農
村
家
族
の
構
造
」
（
社
会
科
学
研
究
二
六
’
三
・
四
合
併
号
、
一
九
七
六
年
の
同
氏
著
『
日
本
村
落
社
会
の
構
造
』
に
も
収
録
）
、
大
藤

修
「
近
世
に
お
け
る
農
民
層
の
『
家
』
意
識
の
一
般
的
成
立
と
相
続
」
（
日
本
文
化
研
究
所
研
究
報
告
別
巻
第
十
二
集
）
等
の
諸
論
文
が
あ
い
つ
い
で

発
表
さ
れ
、
い
ず
れ
も
家
父
長
制
肯
定
論
の
立
場
で
主
張
を
展
開
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
諸
論
文
に
つ
い
て
は
、
紙
幅
の
関
係
で
立
入
っ
た
紹
介
は
省

略
さ
せ
て
い
た
だ
く
が
、
こ
れ
ら
の
諸
批
判
を
う
け
て
大
竹
氏
は
自
説
を
再
検
討
さ
れ
、
少
し
ず
つ
「
家
長
権
」
「
家
父
長
制
」
肯
定
の
方
向
〈

と
反
論
し
た
。

三
右
の
季

石
井
紫
郎
説
に
対
し
て
は
、
氏
に
よ
れ
ば
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
家
父
長
制
は
、
自
然
発
生
的
な
家
父
の
。
ヘ
ル
ゾ
ー
ン
に
対
す
る
ピ
エ
テ
ー
ト
を
基
礎

と
す
る
も
の
で
、
家
父
な
ら
ぬ
当
主
の
権
限
（
厄
介
に
対
す
る
当
主
権
や
、
隠
居
に
対
す
る
当
主
権
）
を
以
て
家
長
権
と
す
る
こ
と
は
、
ゥ
エ
ー
バ
ー

の
理
論
を
逸
脱
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
家
長
権
の
成
立
す
る
源
泉
的
関
係
と
し
て
、
子
に
と
っ
て
の
父
の
権
威
の
外

に
、
妻
に
と
っ
て
の
夫
の
権
威
、
僕
脾
に
と
っ
て
の
主
人
の
権
威
を
あ
げ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
関
係
を
基
礎
と
し
て
一
旦
成
立
し
た

家
長
権
は
、
従
来
の
家
長
が
死
亡
し
、
ま
た
は
そ
の
他
の
事
情
で
引
退
す
る
と
き
は
新
し
い
家
長
に
ひ
き
つ
が
れ
る
と
明
言
し
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
当
主
の
、
隠
居
を
含
め
た
家
構
成
員
全
体
に
対
す
る
支
配
権
を
認
め
る
こ
と
は
、
何
等
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
理
論
を
逸
脱
す
る
も
の
で
は
な
い
こ

と
、
さ
ら
に
、
か
か
る
家
長
権
も
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
い
う
伝
統
の
神
聖
性
に
よ
っ
て
限
界
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
具
体
的

に
は
、
家
長
と
い
え
ど
も
祖
先
以
来
の
代
々
の
家
長
に
よ
っ
て
蓄
積
さ
れ
た
家
の
業
績
・
名
誉
・
し
き
た
り
な
ど
に
拘
束
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
、

と
し
た
。
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と
修
正
が
進
め
ら
れ
た
。

そ
れ
は
先
ず
、
一
九
七
七
年
の
同
氏
著
「
『
家
』
と
女
性
の
歴
史
」
（
弘
文
堂
刊
）
に
お
い
て
そ
の
萠
芽
を
現
わ
し
、
次
い
で
、
一
九
八
一
年

の
「
近
世
庶
民
家
族
秩
序
論
再
説
」
（
神
戸
法
学
雑
誌
一
三
’
二
）
に
お
い
て
か
な
り
大
巾
に
改
説
に
踏
み
出
し
、
遂
に
、
翌
一
九
八
二
年
の
『
封
建

社
会
の
農
民
家
族
・
改
訂
版
』
（
創
文
社
刊
）
に
お
い
て
仕
上
げ
が
な
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
明
確
に
当
主
権
Ⅱ
家
長
権
と
規
定
し
、
ゥ
エ
ー
今
ハ
ー

の
家
父
長
制
理
論
が
近
世
農
民
家
族
秩
序
に
妥
当
す
る
と
表
明
さ
れ
た
。
そ
の
要
点
は
、
筆
者
の
批
判
的
関
心
で
ま
と
め
る
と
次
の
と
お
り
で
あ

る
。
①
ウ
ェ
ー
バ
ー
理
論
の
理
解
に
お
い
て
は
石
井
説
と
同
じ
で
あ
り
、
家
父
に
対
す
る
ピ
ェ
テ
ー
ト
が
強
調
さ
れ
る
あ
ま
り
、
そ
れ
と
並
ん
で

も
う
一
つ
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
筈
の
、
《
家
長
を
も
拘
束
す
る
伝
統
に
対
す
る
ピ
エ
テ
ー
ト
》
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
場
合
に
ど
う
作
用

す
る
の
か
不
明
で
あ
る
こ
と
。
②
し
か
も
、
石
井
氏
と
同
じ
理
解
に
立
ち
な
が
ら
石
井
氏
の
非
家
父
長
制
的
家
長
制
説
と
は
異
な
り
、
む
し
ろ
武

士
家
族
の
場
合
以
上
に
農
民
家
族
の
方
が
家
父
長
制
的
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
。
③
つ
ま
り
、
幕
藩
権
力
に
よ
る
人
為
的
な
当
主
権
育
成
を
否

定
し
、
自
然
発
生
的
に
成
立
し
た
も
の
と
ゑ
て
お
ら
れ
、
こ
の
点
で
は
石
井
説
と
も
筆
者
の
説
と
も
異
な
る
。
以
上
の
諸
点
は
、
折
角
大
竹
氏
が

家
父
長
制
説
を
唱
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
は
い
う
も
の
の
、
今
後
共
多
く
の
議
論
を
呼
び
お
こ
す
こ
と
に
な
ろ
う
。

し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
大
竹
氏
改
訂
版
は
非
常
に
理
解
し
に
く
い
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
多
く
の
頁
数
を
割
い
て
力
説
さ
れ
て
い
る
の

は
当
主
権
で
は
な
く
て
父
権
・
夫
権
で
あ
り
、
当
主
権
に
つ
い
て
も
そ
れ
は
、
家
内
統
制
権
と
い
う
よ
り
は
領
主
権
力
か
ら
課
さ
れ
た
義
務
と
い

う
面
の
強
調
が
目
立
つ
。
し
か
も
隠
居
た
る
父
に
は
当
主
権
も
及
ば
な
い
と
さ
れ
る
。
江
守
説
に
対
す
る
応
答
を
ゑ
て
も
、
そ
の
論
調
は
旧
説
と

ほ
と
ん
ど
変
ら
な
い
よ
う
に
さ
え
思
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
結
論
は
「
当
主
家
父
長
制
」
な
の
で
あ
る
。
読
者
に
と
っ
て
は
唐
突
な
感
じ
が
す
る

の
で
は
な
な
か
ろ
う
か
。
も
っ
と
補
充
説
明
が
必
要
な
気
が
す
る
。

四
大
竹
新
説
の
発
表
に
よ
っ
て
家
父
長
制
論
争
は
よ
り
複
雑
な
構
図
と
な
っ
た
。
現
在
、
ど
う
い
う
問
題
状
況
に
な
っ
て
い
る
か
、
石
井
紫

郎
・
大
竹
新
説
・
筆
者
の
三
説
の
異
同
を
判
り
易
く
対
照
表
的
に
整
理
し
て
お
く
こ
と
が
読
者
の
理
解
の
た
め
に
必
要
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
石
井
説
の
骨
子
は
、
《
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
家
父
長
制
概
念
は
、
あ
く
ま
で
も
自
然
発
生
的
な
父
の
権
威
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
る
か

ら
、
江
戸
時
代
家
族
の
よ
う
に
、
領
主
に
よ
っ
て
他
律
的
に
育
成
さ
れ
た
当
主
権
に
よ
る
支
配
は
家
父
長
制
と
は
い
え
な
い
》
、
と
い
う
の
で
あ
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る
。
大
竹
説
は
、
右
と
同
じ
ウ
ェ
ー
バ
ー
理
解
に
立
ち
な
が
ら
、
《
武
士
家
族
と
は
違
っ
て
庶
民
家
族
で
は
、
領
主
権
に
よ
る
当
主
権
育
成
と
い

う
こ
と
は
な
く
、
自
生
的
な
親
権
や
夫
権
と
結
び
つ
い
た
当
主
権
を
そ
の
ま
ま
支
配
体
制
内
に
組
入
れ
た
家
父
長
制
》
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
筆

者
の
考
え
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
理
解
に
つ
い
て
は
表
示
の
と
お
り
で
あ
り
、
《
幕
藩
権
力
は
人
為
的
に
当
主
Ⅱ
家
長
の
育
成
を
は
か
っ
て
き
た
が
、

家
の
内
部
秩
序
は
家
父
長
制
的
「
権
威
と
恭
順
」
の
関
係
を
保
持
し
よ
う
と
し
た
》
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

さ
て
、
日
本
近
世
家
族
を
め
ぐ
る
法
史
学
界
に
お
け
る
家
父
長
制
論
争
の
概
略
は
以
上
の
と
お
り
で
あ
り
、
こ
の
論
争
は
い
ず
れ
共
通
の
理
解

と
認
識
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
が
、
「
家
父
長
制
」
理
論
の
有
効
性
は
今
度
さ
ら
に
時
間
的
・
空
間
的
に
拡
大
さ
れ
た
場
で
の
検
証
が

期
待
さ
れ
る
。
時
間
的
拡
大
と
い
う
こ
と
で
は
、
す
で
に
大
竹
氏
が
本
誌
創
刊
号
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
古
代
・
中
世
の
家
秩
序
の
研

究
が
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
空
間
的
拡
大
と
い
う
点
で
は
、
例
え
ば
水
林
彪
氏
の
「
近
世
の
法
と
国
制
研
究
序
説
日
’
㈹
」
（
国
家
学
会
雑

誌
九
○
’
一
・
二
’
九
五
’
一
・
二
）
が
近
世
国
家
を
《
専
制
的
家
父
長
制
的
家
産
官
僚
制
国
家
》
と
規
定
し
て
い
る
よ
う
に
、
家
を
超
え
た
国
家
・

社
会
の
支
配
類
型
と
し
て
の
検
討
が
活
発
に
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
（
専
修
大
学
・
日
本
法
制
史
）

ｌ
ｌ
下

る
。
大
竹
説
は
、

う
こ
と
は
な
く
、

鎌
田
説

大
竹
新
説

石
井
紫
郎
説
自
然
発
生
的
な
父
の
権
威
を
重
視
。
伝
統
に
対
す
る
ピ
ェ
テ
ー
ト
は
家
父
Ｉ
家
長

の
人
格
に
対
す
る
ピ
エ
テ
ー
ト
を
支
え
る
要
素
と
み
る
。

父
の
権
威
を
重
視
す
る
が
、
家
父
Ｉ
家
長
で
は
な
く
、
父
以
外
の
者
が
家
長
で
も

家
父
長
制
は
成
立
す
る
。
家
長
は
伝
統
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
て
お
り
、
日
本
近
世

の
場
合
そ
の
伝
統
は
祖
先
代
々
の
家
観
念
で
あ
る
。

石
井
説
と
ほ
ぼ
同
じ

理
論
面
（
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
家
父
長
制
理
論
の
理
解
）

’

１
１

－

Ｉ
Ｉ
ｌ
ｉ
ｌ

肯
定
。

権
力
に
よ
る
家
長
権
育
成
。

肯
定
。

権
力
に
よ
る
家
長
権
育
成
。

肯
定
、
但
し
力
点
は
家
長
Ｉ
親
権
に
あ

肯
定

る
。
自
生
的
家
長
権
。

叫
刷
家
長
討
権
Ｉ
当
主
権

実
態
認

’

’
－

肯
定

否
定

家

１
１

識
面父

長
制

’
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